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【議題】 介護保険施設等の整備計画について 

 

１ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 
 

  名古屋市から、公募による介護老人福祉施設（定員２０名増）の指定について、 

事前相談票が提出された。 
 

 

〇 本計画の整備予定定員は、令和元年度の整備枠（－２００名）及び計画最終年度（令

和２年度）の整備枠（０名）を超過する。 

 

〇 計画最終年度の整備枠を超える整備については、介護保険施設等の指定等に関する

取扱要領※第５第２号後段の規定に基づき、令和元年７月２５日に開催した「名古

屋・尾張中部圏域保健医療福祉推進会議圏域研究会」（ワーキンググループ）に諮っ

たところ、圏域内の全市町（３市１町）は特別に必要と認めており、また、高齢福祉

課も２０名の範囲内で特別に必要と認めている。      [※ 参考資料別添] 

  

法 人 名 
公募により整備予定者を選定する。 

法 人 所 在 地 

整 備 予 定 地 名古屋市西区押切一丁目８０１番地 

整備予定定員 ２０名増（１００名から１２０名） 

開 所 予 定 令和５年４月 

資料１－１ 

 



2 

 

２ 混合型特定施設入居者生活介護 
 

(1) 有限会社水車の森から、北名古屋市内での混合型特定施設入居者生活介護の定

員を５名増加することについて、事前相談票が提出された。 

 

(2) 株式会社ウェルヴィレッジから、北名古屋市内での混合型特定施設入居者生活

介護（定員４３名）の指定について、事前相談票が提出された。 

 

○ 混合型特定施設入居者生活介護は、入居者が要介護者に限られていないので、施設

定員の７割を整備枠として設定する。 

〇 (1)及び(2)の整備枠の合計 33名は、令和元年度の整備枠 64名の範囲内である。 

〇 事前相談票が提出された場合は、介護保険施設等の指定等に関する取扱要領※第４

第２項後段の規定に基づき 当該市町村の参考意見を求めるとともに、同第４第３項

の規定に基づき ワーキンググループに諮り、事務局案を作成することとされている。 

                       〔※ 参考資料 別添〕 

〇 (1)の有限会社水車の森の整備計画について、北名古屋市の参考意見を求めるとと

もに、令和元年７月２５日に開催した「名古屋・尾張中部圏域保健医療福祉推進会議

圏域研究会」（ワーキンググループ）に諮ったところ、圏域内の全市町（３市１町）

の了解が得られている。 

〇 (2)の 株式会社ウェルヴィレッジの整備計画について、北名古屋市の参考意見を求

めるとともに、令和元年７月２５日に開催した「名古屋・尾張中部圏域保健医療福祉

推進会議圏域研究会」（ワーキンググループ）に諮ったところ、圏域内の全市町（３

市１町）から時期尚早であるとして、了解が得られなかった。 

法 人 名 有限会社水車の森 

法 人 所 在 地 北名古屋市片場天王森７２番地 

整 備 予 定 地 北名古屋市片場天王森７３番１、７３番２、７４番 

整備予定定員 ５名（整備枠３名、定員３９名→４４名） 

開 所 予 定 令和元年１１月 

法 人 名 株式会社ウェルヴィレッジ 

法 人 所 在 地 名古屋市名東区一社三丁目 90 番地 チサンマンション一社 305 号 

整 備 予 定 地 北名古屋市高田寺北の川７２ 

整備予定定員 ４３名（整備枠３０名：住宅型有料老人ホームからの転換） 

開 所 予 定 令和元年１１月 

参 考 
住宅型有料老人ホームを譲り受け、混合型特定施設入居者生

活介護として運営する。 


